
豊富町役場からのお知らせ

後期高齢者医療制度のお知らせ

■第三者の行為とは？　交通事故（自動車事故や自転車事故など）や飲食店などでの
食中毒など、第三者（加害者）の行為によってけがや病気になっ
たとき、本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、
被保険者証を使って治療することができます。治療費のうち後期
高齢者医療制度の負担分については、後期高齢者医療制度が一
時的に立て替えて、後日、加害者に請求することになります。

　医療機関に対して第三者行為によるけがなどにより、保険証を使用して治療を受ける旨をしっかりと伝えましょう。

保健推進課 保険給付係　☎８２-１００１（内線131・132）お問い合わせ

●交通事故
●他人の飼い犬にかまれた
●購入食品や飲食店などでの食中毒
●暴力行為　など

今号のテーマ
「マンホールカードください」
が合言葉

　この度、発行（2回目）する「マンホールカード（豊富町）」は、地域の特色を表現した「下水道デザインマン
ホール」をカード化し配布することで、豊富町の観光振興と下水道への理解を周知するものです。

マンホールカード

■マンホールカードとは？

　現在では、全国で539種ものマンホールカードがあり、人気も種類もどんどん増加しています。
　第1回目の初版発行分は、平成30年8月11日から配布を開始し、ご好評により1年間を持たずして、令和
元年7月30日に全2,000枚の配布が完了したためこのたびの増刷となりました。　
　ぜひ役場へお越しの際にはお立ち寄りいただき、マンホールカードをお受け取りください。みなさまの御
来庁を職員一同、心よりお待ちしています。

■2回目発行（増刷）について

①配布期間
　令和元年10月1日から無くなり次第終了

②配布時間
　9時～17時　
　※お昼休み（12時～13時）を除く

③配布場所
　平日…役場　建設課上下水道係（5番窓口）
　土日・祝日…役場　裏口玄関　守衛室
　※年末年始を除く

④備　　考
　第2回発行分、全2,000枚配布
　※先着順、窓口直接のみ無料配布

■配布方法について

上下水道情報

キレイな町を創るのは「下水道」の仕事。キレイな町をＰＲするのも「下水道」の仕事。

建設課上下水道係　☎82-1001（内線155・156）お問い合わせ

・水道のトラブルは「豊富町給水装置工事指定業者」へ修理依頼をお願いします。
「豊富町給水装置工事指定業者」は、(有)豊富水道・安藤管工設備(有)・恵菱設備（株）です。

●お知らせ

ご好評により、一時配布終了していましたが、
10月1日より配布を再開しました

上下水道情報

今回増刷（2回目）のマンホールカード　※左は表面、右は裏面今回増刷（2回目）のマンホールカード　※左は表面、右は裏面

初回発行時（平成30年8月）当時の全国向けチラシ初回発行時（平成30年8月）当時の全国向けチラシ

交通事故など、第三者の行為によりけがや病気になったときは？

必ず医療機関に伝えましょう

　交通事故のときは、けがの程度が軽くても必ず警察に届出し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。
警察に届け出ましょう

　法令により、速やかに後期高齢者医療広域連合に届出をすることが義務付けられていますので、必ず市区町村の
窓口へ第三者行為による被害届の申請をしてください。

市区町村の窓口にも必ず申請しましょう

●第三者行為による被害届（市区町村の窓口にあります。）　●被保険者証　●被保険者の印鑑　
●事故証明書（後日でも可）など　※詳しくは市区町村の窓口へご確認ください。申請に必要なもの

お問い合わせは国民健康保険診療所まで　(☎82-1515)

診 療 所 だ よ り

　町内の人口は現在4,000人を切り、65歳以上の高齢化率は、人口の33.5％を占め、2025年には41％を超える
ことが想定されます。地域の皆さんで高齢者を支えていく「地域医療・介護」もすぐそこに来ています。
 新しく診療所長が着任しました。医療制度の変革はめまぐるしい状況下、いかにして地域の住民の皆様に、良い医
療、充実した医療を提供できるかが重要となります。所長からの指示により、当診療所内にて新たに「地域医療連携
室」を設置することになり、担当となりました曽我部です。

　ほかの病院に入院をされている方で、地元で治療した
いという方を積極的に受け入れたり、当院で検査を受け、
治療に対して患者様やご家族の希望にそってほかの病院
を紹介したり、退院後の生活に支障が無いよう介護制度
利用の調整を主におこなう場所でもあります。介護施設
や地域包括支援センター、社会福祉協議会への情報交換
をおこない「地域で支える医療・介護」を目指したいと考えます。

　住民の皆様には「医療と介護のなんでも相談窓口」と
思っていただく方が分かりやすいと思います。
　今後は、地域の皆様の身近な存在の「地域医療連携
室」を目指したいと思います。
　直接来られない場合は、電話での対応も受け付けてお
ります。一人で悩まずお気軽に。

地域連携室担当　看護師長　曽我部　千秋地域医療連携室設置へ

［ 「地域医療連携室」とは ］
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